
 

 五 管 区 水 路 通 報 第 ５ 号 
43項-53 項 

令和 5 年 2 月 3 日  

 
※本通報に使用している経度、緯度は世界測地系(WGS-84)に基づいています。 

 

第  43項 潮岬南東方至室戸岬南方               海洋調査 

第  44項 阪神港          大阪区、第３区      桟橋撤去 

第  45項 阪神港          大阪区、第４区      掘下げ作業 

第  46項 阪神港          尼崎西宮芦屋区、第１区  灯付浮標復旧 

第  47項 阪神港          尼崎西宮芦屋区、第２区  灯付浮標不存在 
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★５年４３項 潮岬南東方至室戸岬南方  海洋調査 

 潮岬南東方至室戸岬南方において、調査研究船「新青丸」(1,635 トン)による ROV(有線式無人潜水探査機) 

 を使用した海洋調査が実施される。 

 期 間  令和 5 年 3 月 6 日～11 日、15 日～17 日 

 区 域  下記経緯度線で囲まれる海域 

         (1)  33-50N   (2)  32-30N 

                  (3)  134-10E  (4)  137-05E 

 備 考  操縦性能制限船の形象物を掲揚 

 海 図  Ｗ１０７２ 

 出 所  海洋研究開発機構 

 

 
 

★５年４４項  阪神港 － 大阪区、第３区  桟橋撤去 

 木津川運河河口付近において、潜水士・クレーン台船による桟橋及びドルフィン等の 

 撤去作業が実施されている。 

 期 間  令和 5 年 2 月 28 日まで（予備日 3 月 1 日～11 日）日出～日没 

 １.桟橋撤去作業 

 区 域  34-38-03N  135-27-08E 付近 

 ２.ドルフィン（Dn）2 基及び浮標撤去作業 

 区 域  34-37-48N  135-26-52E 付近 

 備 考  桟橋先端の黄色標識灯(1 基)は撤去された 

      警戒船を配備 

      国際信号旗「Ａ」旗を掲揚 

      操縦性能制限船の形象物を掲揚 

 海 図  Ｗ１１４８－Ｗ１２３（ＪＰ共） 

 出 所  阪神港長  

                                             

 

 
 

 

 



 

★５年４５項  阪神港 － 大阪区、第４区  掘下げ作業 

 南港内港において、グラブ浚渫船等による掘下げ作業が実施される。 

 期 間  令和 5 年 2 月 6 日～3 月 17 日（予備日 3 月 18 日～31 日）日出～日没 

 区 域  34-37-08N  135-25-30E 付近 

 備 考  警戒船を配備 

      アンカー位置を示す浮標を設置 

 海 図  Ｗ１２３(ＪＰ共) 

 出 所  阪神港長 

 

 
 

★５年４６項  阪神港 － 尼崎西宮芦屋区、第１区  灯付浮標復旧 

 五管区水路通報 4 年 37 号 469 項、5 年 1 号 5 項削除 

 武庫川河口付近の魚釣桟橋付近において、不存在となっていた海図図載の黄色灯付浮標が復旧された。 

 位 置  下記 2 地点付近 

       (1)  34-40-55N  135-22-01E  

       (2)  34-40-48N  135-22-09E  

 海 図  Ｗ１１０７(ＪＰ共) 

 出 所  神戸海上保安部 

 

 
 

★５年４７項  阪神港 － 尼崎西宮芦屋区、第２区  灯付浮標不存在 

 五管区水路通報 5 年 2 号 15 項削除 

 鳴尾川河口付近において、海図図載の黄色灯付浮標(1 基)は不存在である。 

 位 置  34-42-18.8N  135-21-31.9E 付近 

 備 考  不存在であった黄色灯付浮標(34-42-12.9N 135-21-37.9E)は復旧した 

 海 図  Ｗ１１０７(ＪＰ共) 

 出 所  神戸海上保安部  



 

 
 

★５年４８項  大阪湾 －   船舶通航信号所一時業務休止 

 通信機器移設に伴い、下記のとおり業務が一時休止される。 

 期  間  令和 5 年 2 月 15 日（予備日 16 日）1300～1600 

 名  称  江埼船舶通航信号所(灯台表第 1 巻 8404)(34-35.9N 134-59.5E) 

 休止業務  レーダー映像を使用した情報提供業務 

 出  所  五本部交通部 

 

 
 

★５年４９項  大阪湾 －   船舶通航信号所一時業務休止 

 移転関連工事に伴い、下記のとおり業務が一時休止される。 

 期  間  令和 5 年 2 月 21 日（予備日 2 月 22 日）1330～1630 

 名  称  江埼船舶通航信号所(灯台表第 1 巻 8404)(34-35.9N 134-59.5E) 

 休止業務  ＭＦ無線電話による情報提供業務 

 出  所  五本部交通部 

 
 

★５年５０項  瀬戸内海 － 播磨灘  救難訓練 

 播磨灘において、巡視船及び航空機による救難訓練が実施される。  

 期 間  令和 5 年 2 月 17 日 1000～1600 

 区 域  下記 4 地点により囲まれる区域 

              (1)  34-24.5N  134-27.0E  

              (2)  34-29.0N  134-38.5E 

              (3)  34-20.5N  134-38.5E 

              (4)  34-20.5N  134-27.0E   

 備 考  国際信号旗「ＵＹ」旗を掲揚 

      紅色閃光灯を点灯 

 海 図  Ｗ１５０Ｂ 

 出 所  五本部警備救難部  



 

 
 

★５年５１項  瀬戸内海 － 播磨灘  沈船撤去 

 五管区水路通報 5 年 1 号 6 項削除 

 播磨灘の水中障害物（沈船：長さ約 11m）は撤去された。 

 位 置    34-31-50N  134-44-29E   

 海 図  Ｗ１３１（ＪＰ共） 

 出 所  加古川海上保安署 

 

 
 

★５年５２項  淡路島 － 福良港  防波堤築造工事 

 五管区水路通報 4 年 21 号 310 項削除  

 福良港煙島付近において、潜水士・起重機船等による防波堤及び水門築造工事が実施されている。 

 期 間  令和 5 年 6 月 30 日まで 日出～日没 

 区 域    下記 2 地点を結ぶ線上付近（幅約 25m） 

               (1)  34-14-57.0N  134-42-35.0E （岸線上） 

               (2)  34-14-54.6N  134-42-31.2E （岸線上） 

 備 考  区域付近に黄色灯付浮標附属の汚濁防止膜を設置 

      アンカー位置を示す浮標を設置 

      警戒船を配備 

      国際信号旗「Ａ」旗を掲揚 

 海 図  Ｗ１１２(ＪＰ共) 

 出 所  神戸海上保安部  

 



 
 

★５年５３項  四国南岸 － 高知港南西方、宇佐港  掘下げ作業 

 宇佐港において、グラブ浚渫船による掘下げ作業が実施される。 

 期 間  令和 5 年 2 月 6 日～5 月 7 日 日出～日没  

 区 域    33-26.6N  133-27.3E 付近 

 備 考  警戒船を配備 

 海 図  Ｗ１０８(ＪＰ共) 

 出 所  高知海上保安部 

 

 
 


